
 

○ 環 境 省 告 示 第 三 十 六 号 
廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 六 年 厚 生 省 令 第 三 十 五 号 ） 第 十 二 条 の 十 二

の 十 四 並 び に ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 の 適 正 な 処 理 の 推 進 に 関 す る 特 別 措 置 法 施 行 規 則 （ 平 成 十 三

年 環 境 省 令 第 二 十 三 号 ） 第 四 条 第 二 項 及 び 第 七 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 、 無 害 化 処 理 に 係 る 特 例 の 対

象 と な る 一 般 廃 棄 物 及 び 産 業 廃 棄 物 （ 平 成 十 八 年 七 月 環 境 省 告 示 第 九 十 八 号 ） 及 び ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ

ル 廃 棄 物 の 適 正 な 処 理 の 推 進 に 関 す る 特 別 措 置 法 施 行 規 則 第 四 条 第 二 項 及 び 第 七 条 第 二 項 の 規 定 に 基

づ き 環 境 大 臣 が 定 め る 方 法 （ 平 成 二 十 八 年 七 月 環 境 省 告 示 第 七 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、

公 布 の 日 か ら 適 用 す る 。 

令 和 元 年 十 二 月 二 十 日 

環 境 大 臣 小 泉 進 次 郎 

（ 無 害 化 処 理 に 係 る 特 例 の 対 象 と な る 一 般 廃 棄 物 及 び 産 業 廃 棄 物 の 一 部 改 正 ） 

第 一 条 無 害 化 処 理 に 係 る 特 例 の 対 象 と な る 一 般 廃 棄 物 及 び 産 業 廃 棄 物 （ 平 成 十 八 年 七 月 環 境 省 告 示

第 九 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 



 

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ

る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に

二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 当 該 対 象 規 定 全 体 を 改 正

後 欄 に 掲 げ る も の の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 後 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲

げ て い な い も の は 、 こ れ を 削 り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲

げ て い な い も の は 、 こ れ を 新 た に 追 加 す る 。 

改       正       後 改       正        前 

無 害 化 処 理 に 係 る 特 例 の 対 象 と な る 一 般 廃 棄 物 及 び 産 業 廃 棄

物 

１ （ 略 ） 

２ 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 第 十 二 条 の 十 二 の

十 四 の 環 境 大 臣 が 定 め る 産 業 廃 棄 物 は 、 次 の と お り と す る 。 

一 （ 略 ） 

二 ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 汚 染 物( 令 第 二 条 の 四 第 五 号 ロ に 規 定 す る

ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 汚 染 物 を い う 。) の う ち 、 次 に 掲 げ る も の 

イ 微 量 ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 汚 染 絶 縁 油 が 塗 布 さ れ 、 染 み 込 み

、 付 着 し 、 又 は 封 入 さ れ た も の が 廃 棄 物 と な っ た も の 

無 害 化 処 理 に 係 る 特 例 の 対 象 と な る 一 般 廃 棄 物 及 び 産 業 廃 棄

物 

１ （ 略 ） 

２ 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 第 十 二 条 の 十 二 の

十 四 の 環 境 大 臣 が 定 め る 産 業 廃 棄 物 は 、 次 の と お り と す る 。 

一 （ 略 ） 

二 ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 汚 染 物( 令 第 二 条 の 四 第 五 号 ロ に 規 定 す る

ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 汚 染 物 を い う 。) の う ち 、 次 に 掲 げ る も の 
イ 微 量 ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 汚 染 絶 縁 油 が 塗 布 さ れ 、 染 み 込 み

、 付 着 し 、 又 は 封 入 さ れ た も の が 廃 棄 物 と な っ た も の 



 

（ ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 の 適 正 な 処 理 の 推 進 に 関 す る 特 別 措 置 法 施 行 規 則 第 四 条 第 二 項 及 び 第

ロ 汚 泥 、 紙 く ず 、 木 く ず 又 は 繊 維 く ず の う ち 、 当 該 汚 泥 、 紙

く ず 、 木 く ず 又 は 繊 維 く ず に 塗 布 さ れ 、 又 は 染 み 込 ん だ ポ リ

塩 化 ビ フ ェ ニ ル の 量 が 汚 泥 、 紙 く ず 、 木 く ず 又 は 繊 維 く ず 一

キ ロ グ ラ ム に つ き 十 万 ミ リ グ ラ ム 以 下 の も の( イ に 掲 げ る も の

を 除 く 。) 

ハ 廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 の う ち 、 当 該 廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 に 付 着 し

、 又 は 封 入 さ れ て い る ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル の 量 が 廃 プ ラ ス チ

ッ ク 類 一 キ ロ グ ラ ム に つ き 十 万 ミ リ グ ラ ム 以 下 の も の( イ に 掲

げ る も の を 除 く 。) 

ニ 金 属 く ず 、 陶 磁 器 く ず 又 は 工 作 物 の 新 築 、 改 築 若 し く は 除

去 に 伴 っ て 生 じ た コ ン ク リ ー ト の 破 片 そ の 他 こ れ に 類 す る 不

要 物( 以 下 こ の 号 及 び 次 号 に お い て 「 金 属 く ず 等 」 と い う 。)

の う ち 、 当 該 金 属 く ず 等 に 付 着 し 、 又 は 封 入 さ れ て い る ポ リ

塩 化 ビ フ ェ ニ ル の 量 が 金 属 く ず 等 に 付 着 し 、 又 は 封 入 さ れ て

い る 物 一 キ ロ グ ラ ム に つ き 五 千 ミ リ グ ラ ム 以 下 の も の( イ に 掲

げ る も の を 除 く 。) 

三 ～ 五 （ 略 ） 

ロ 汚 泥 、 紙 く ず 、 木 く ず 又 は 繊 維 く ず の う ち 、 当 該 汚 泥 、 紙

く ず 、 木 く ず 又 は 繊 維 く ず に 塗 布 さ れ 、 又 は 染 み 込 ん だ ポ リ

塩 化 ビ フ ェ ニ ル の 量 が 汚 泥 、 紙 く ず 、 木 く ず 又 は 繊 維 く ず 一

キ ロ グ ラ ム に つ き 五 千 ミ リ グ ラ ム 以 下 の も の( イ に 掲 げ る も の

を 除 く 。) 

ハ 廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 の う ち 、 当 該 廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 に 付 着 し

、 又 は 封 入 さ れ て い る ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル の 量 が 廃 プ ラ ス チ

ッ ク 類 一 キ ロ グ ラ ム に つ き 五 千 ミ リ グ ラ ム 以 下 の も の( イ に 掲

げ る も の を 除 く 。) 

ニ 金 属 く ず 、 陶 磁 器 く ず 又 は 工 作 物 の 新 築 、 改 築 若 し く は 除

去 に 伴 っ て 生 じ た コ ン ク リ ー ト の 破 片 そ の 他 こ れ に 類 す る 不

要 物( 以 下 こ の 号 及 び 次 号 に お い て 「 金 属 く ず 等 」 と い う 。)

の う ち 、 当 該 金 属 く ず 等 に 付 着 し 、 又 は 封 入 さ れ て い る ポ リ

塩 化 ビ フ ェ ニ ル の 量 が 金 属 く ず 等 に 付 着 し 、 又 は 封 入 さ れ て

い る 物 一 キ ロ グ ラ ム に つ き 五 千 ミ リ グ ラ ム 以 下 の も の( イ に 掲

げ る も の を 除 く 。) 

三 ～ 五 （ 略 ） 
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七 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 環 境 大 臣 が 定 め る 方 法 の 一 部 改 正 ） 
第 二 条 ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 の 適 正 な 処 理 の 推 進 に 関 す る 特 別 措 置 法 施 行 規 則 第 四 条 第 二 項 及

び 第 七 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 環 境 大 臣 が 定 め る 方 法 （ 平 成 二 十 八 年 七 月 環 境 省 告 示 第 七 十 五 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ

る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に

二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 当 該 対 象 規 定 全 体 を 改 正

後 欄 に 掲 げ る も の の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 後 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲

げ て い な い も の は 、 こ れ を 削 り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲

げ て い な い も の は 、 こ れ を 新 た に 追 加 す る 。 

改       正       後 改       正        前 

別表第二（第二号関係） 
第一 含有量試験法 
(1)～(3) （略） 

別表第二（第二号関係） 
第一 含有量試験法 
(1)～(3) （略） 



 

 

5 

 

(4) 判定 
(3)で求めた試料当たりのＰＣＢの割合が 100,000mg／kg 超で

あること。 

(4) 判定 
(3)で求めた試料当たりのＰＣＢの割合が 5,000mg／kg 超であ

ること。 

  


